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公益社団法人日本看護協会（会長・高橋弘枝、会員 75万人）は 3月 5日、厚生労働省の

田中佐智子雇用環境・均等局長と岸本武史労働基準局長に令和 8年度予算・政策に関する

要望書を提出しました。報道関係の皆さまにおかれましては、要望の趣旨をご理解いただ

き、さまざまな機会にご紹介いただきますようお願い申し上げます。 

■雇用環境・均等局 

 少子高齢化の進行と生産年齢人口の減少を背景

に、労働負荷の高い夜勤・交代制勤務者の健康確保、

育児等と仕事の両立支援、カスタマーハラスメント

対策など、再就業や就業継続に向けた施策の推進が

不可欠です。特に、医療・看護の現場では、長時間勤

務や夜勤の負担が心身に大きな影響を及ぼし、人材

確保や定着にも影響を与えています。また、患者・利

用者との接触が避けられない業務の特性上、迷惑行

為やハラスメントにさらされる機会も多く、安心し

て働ける環境整備が必要です。こうした状況を踏ま

え、本会は夜勤・交代制勤務者の負担軽減策など、下記 4点について要望しました。 

高橋会長は「二交代制を採用する病院が増えており、長時間労働と夜勤が看護職の心身

の負担となっている。健康確保のための具体的な方策などを労働時間等設定改善指針に追

加していただきたい。医療職に関わらず、夜勤・交代制勤務者の多い職場の好事例を収集・

周知していただきたい」と訴えました。また、「看護職は業務上、身体的接触が避けられず、

カスタマーハラスメントを受けやすい環境にある。実態を把握した上で、国として防止策

を強化していただきたい」と述べました。 

田中雇用環境・均等局長は「人員確保が難しい業種において、夜勤の負担軽減は重要な

課題である。日本看護協会にも協力いただき、好事例の収集・周知などをしていきたい」

との意向を示しました。また「医療業界におけるカスタマーハラスメントが問題は深刻で

あり、現在、審議中の法律案が成立次第、具体的な対策を検討する。日本看護協会と引き

続き連携して進めていきたい」と述べました。 

 

 

 
夜勤・交代制勤務者の負担軽減策の実施など 

看護職の労働環境の整備を 

 

雇用環境・均等局、労働基準局へ要望 

田中雇用環境・均等局長（右）に 
要望書を手渡す高橋会長 
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■労働基準局 

少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する中、

労働者を確保していくためには、一人ひとりが健康

を保ちながら就業継続出来るよう労働環境を整え

ていく必要があります。特に、夜勤・交代制勤務を

行う労働者の健康確保、多様化・深刻化するメンタ

ルヘルス不調や仕事と治療の両立、女性の健康づく

りなど、職場における健康問題への対応体制の整備

が喫緊の課題です。本会は、すべての労働者が年齢

や働き方に関わらず、いきいきと働き続けられるよ

う、下記 4点について要望しました。 

高橋会長は、1 について「労働基準法の改正も含め、労働負荷が大きい夜勤交代制勤務

に従事する労働者の健康確保の具体的策を検討してほしい。また、1 か月単位の変形労働

時間制を取り入れている業種の労働時間、労働環境などについて、しっかりと実態把握を

してほしい」と訴えました。4については「従業員 50人未満の事業場へのストレスチェッ

クが義務化されることも踏まえ、実態に即した実効性のある体制整備の実施と、産業保健

活動に従事する保健師などの活躍が担保される仕組みや法的な位置づけの検討を行ってほ

しい」と述べました。 

岸本労働基準局長は「年齢や働き方に関わらず、働き続けるための環境づくりの重要性

は理解している」と述べた上で「夜勤などの対応を含む、勤務間インターバル制度導入の

義務化については、労働法制研究会において一定の報告がなされており、現在、労働政策

審議会において議論が始まっている。医療勤務環境改善支援センターでは、次年度アドバ

イザーに対し看護職の働き方に関する研修を実施し支援を強化する予定。産業保健体制の

強化に関しても、その重要性は認識しており、産業保健師等の活動実態の把握を行ってい

る。また、来年度には厚生労働科学研究において研修プログラムを検討しており、予算に

も盛り込んでいる」と応えました。 

岸本労働基準局長（右）に 
要望書を手渡す高橋会長 

 《要望事項》 

雇用環境・均等局 

1. 夜勤・交代制勤務者の負担軽減策の実施 

2. 顧客等による著しい迷惑行為対策の強化 

3. 育児・介護休業法の改正による育児中の労働者の再就業支援 

4. 両立支援等助成金における「深夜業の制限」に関する職場支援の拡充 

労働基準局 

1. 労働基準法の改正および改正に向けた検討 

2. 特に医療機関において助成が求められる事業の中小規模病院への対象拡大 

3. 医療勤務環境改善支援センターの機能強化 

4. 産業保健体制の強化の実効性を高めるための検討の場の設置 



厚生労働省

雇用環境・均等局長

田中佐智子殿

少子高齢化が進展し、生産年齢人口が減少する中で、ライフステージや働き方を問わず、

健康とワーク・ライフ・バランスを確保し、いきいきと働き続けられる環境整備が急務です。

特に労働負荷の高い夜勤・交代制勤務を行う労働者の、健康の確保に向けた夜勤負担軽

減は喫緊の課題です。さらに、育児等と仕事の両立支援や、業種の特徴に応じたカスタマー

ハラスメント対策など、再就業や就業継続に向けた施策の推進は欠かせません。

そのため、令和 8年度の予算案等の作成や政策の検討にあたっては、以下の事項につい

て格別のご高配を賜りますよう要望します。

令和8年度予算・政策に関する要望書

公益社団法人

会長

令和7年3月5日

日本看護協会

高橋弘

0 夜勤・交代制勤務者の負担軽減策の実施

0 顧客等による著しい迷惑行為対策の強化

0 育児・介護休業法の改正による育児中の労働者の再就業支援

0 両立支援等助成金における「深夜業の制限」に関する職場支援の拡充
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厚生労働省

労働基準局長

岸本武史殿

少子高齢化が進展し、生産年齢人口が減少する中で、労働者を確保していくためには、ど

のような勤務形態であっても、一人ひとりの労働者が健康を保ちながら就業継続ができるよう

労働環境を整えていく必要があります。

特に労働負荷の高い夜勤・交代制勤務を行う労働者については、健康確保に向けた施策

の充実が求められます。また、多様化・深刻化するメンタルヘルス不調や、仕事と治療の両立、

女性の健康づくり等、職場における健康問題への対応体制整備が喫緊の課題です。

すべての労働者が年齢や働き方に関わらず、いきいきと働き続けられるよう、令和8年度の

予算案等の作成や政策の検討にあたっては、以下の事項について格別のご高配を賜りますよ

う要望します。

令和8年度予算・政策に関する要望書

公益社団法人

会長

令和7年3月5日

屋璽白日本看護協会

礁苓加騨高橋弘

0 労働基準法の改正および改正に向けた検討

・勤務間インターバル制度導入の義務化

・夜勤時間数に応じた法定労働時間の短縮

・深夜業に対する割増賃金の増額

・1か月単位変形労働時間制の実態把握および見直しに向けた検討

0 特に医療機関において助成が求められる事業の中小規模病院への対象拡大

0 医療勤務環境改善支援センターの機能強化

0 産業保健体制の強化の実効性を高めるための検討の場の設置

要望事項
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